
 
会員規約 

 
■ 第1条 （名称） 
本会は、株式会社ジェイエイ山本葬祭センターが主宰する「みどりの会」（以下「本会」）と称します。 

 
■ 第2条 （所在地） 
本会の本部は、能代市字五雲岱 16-3におきます。 

 
■ 第3条 （目的） 
本会は、葬祭においてトータルかつ、プロフェッショナルなサービスの提供を目的とします。 

 
■ 第4条 （会員） 
入会申込者が、本会の趣旨、規約を承認の上、所定の手続きを完了し、本会が会員として承認した方及

び登録されたその家族とします。 
 

■ 第5条 （登録家族） 
登録できる家族は申込者の同一世帯の直系の家族とします。同一世帯の直系の家族以外の登録は事前に

みどりの会事務局の承認を必要とします。 
 

■ 第6条 （入会申込） 
成人の方であればどなたでも入会申込をすることができます。申込者ご本人と申込書にて登録された家

族全員がいつでも何回でもその特典を利用することができます。 
 

■ 第7条 （団体申込） 
	 	 企業または各種団体名で入会申込をすることができます。 
	 	 企業・団体が施主となる場合、企業名・団体名での寄贈品などが会員特典となります。 

 
■ 第8条 （入会手続き及び会員の資格） 
本会入会申込書の提出と、入会金の納付を以て入会手続きとします。入会手続き完了にて会員資格取得

となります。 
 

■ 第9条 （会員証） 
所定の手続き完了後、会員証を発行します。 

 
■ 第10条 （会員の特典） 
会員は、本会が提供するサービスに加え、今後本会が追加提供する諸サービスも受けることができます。

なお、諸サービスの利用にあたっては、事前に会員である旨をお申し出ください。お申し出がない場合、

本会が提供する特典を受けることができない場合があります。 
 

■ 第11条 （会員契約の解除） 
・申込者本人が死亡した時（継続については第 12条参照）。 
・会員が本規約に違反した時。 
・本会の名誉・信用を傷つけ、または本会の秩序を乱した時。 
・その他、会員として品位を損なうと認められる行為があった時。 

 
■ 第12条 （会員契約の継続） 
・申込者本人が死亡し、登録のご家族が希望する場合は、会員契約を無料で継続することができます。 
・諸条件が異なる場合の会員契約の継続は主宰者との協議により決定します。 
・継続の際は入会申込書を改めて提出して頂き手続き完了後、会員証を再発行致します。 
 



 
 

■ 第13条 （退会） 
・会員が退会を希望する場合は、所定の手続きを行うものとします。 
・途中退会も含めて、入会金は返還いたしません。 

 
■ 第14条 （住所変更などの通知） 
会員は、住所・電話番号・家族構成等に変更があった場合には、早急に本会へ届け出てください。尚、

会員がこの届出を怠ったために生じた会員の権利の喪失については一切の責任を負いません。 
 
■ 第15条 （会員規約） 
本規約の改正、並びに本規約に定めのない事項については、主宰者がこれを定めます。 

 
■ 第16条 （クーリングオフの規定について） 
会員は、入会申込日から 8日間は、第 20条に規定する「お問い合わせのご相談窓口」宛書面にて通知す
ることにより、本会への入会申し込みを撤回することができ、その効力は書面（ハガキまたは封書）を

発送した時点から生じます。この場合、入会申込者には解約金等の費用負担はなく、また、既に支払わ

れている入会金は遅滞なく全額お返しします。 
 

■ 第17条 （個人情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意） 
お客様が申込書にご記入いただく、氏名、生年月日、住所、電話番号等及び第 14条に基づき変更された
事項の情報（以下「個人情報」という）の収集・利用・提供及び登録に関し、以下の内容に同意してい

ただきます。 
・お客様の個人情報は、会員管理、ダイレクトメール、各種イベント・取扱商品・サービスのご案内等、

会員の利便性を図ることを目的とした総合的なサービスをご提供するため、及び当社内で統計資料の作

成・分析等する目的で収集・利用します。 
・お客様の個人情報に対して、必要な保護措置を行ないます。 

 
■ 第18条 （個人情報等の開示・訂正・削除・消去等） 
・当社に対して、会員ご自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 
・自己の個人情報の開示請求に基づく開示結果により、登録内容の誤りなどが判明した場合には、その

内容の訂正または誤った情報の削除を要求することができ、当社はすみやかに訂正または削除に応じる

ものとします。 
 

■ 第19条 （個人情報取扱の不同意） 
本規約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合、または申込書に必要事項の記入を希望

されない場合には会員証の発行ができない場合があります。 
 

■ 第20条 （お問い合わせ・ご相談窓口について） 
この契約についてのお問い合わせ、ご相談は、下記の本会事務局にて行います。 

 
みどりの会事務局 
能代市字五雲岱 16-3（株式会社ジェイエイ山本葬祭センター内） 
☎	 0185-54-3004 
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